
後期高齢者
医療制度のお知らせ

2024（令和６）年度の保険料等について

2024（令和６）年度の保険料の計算方法

保険料均等割軽減のうち、５割・２割軽減に係る所得判定基準が、次のとおり見直されました。
【2023（令和５）年度】

均等割
【１人当たりの額】
5万2,953円

所得割
【被保険者本人の所得に応じた額】

（2023（令和５）年中の所得－最大43万円）×11.79％

１年間の保険料
【限度額80万円】

（100円未満切り捨て）

●保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。
●1年間の保険料の上限は80万円です。
●所得の少ない方は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
●年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
●前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

＝+

定額減税が実施されます

定額減税の概要

●普通徴収（事業所得者等）の場合

定額減税の実施方法

調整給付の概要

●給与所得に係る特別徴収（給与天引き）の場合

問合先　市役所市民税課市民税係（M31-4514）

　賃金上昇が物価高に追いつかない国民の負担を軽減するため、デフレ
脱却措置として2024（令和６）年度市・道民税、2024（令和６）年所得
税の定額減税が実施されます。

市・道民税所得割／所得税納税者
定額減税

１人４万円×(本人＋扶養親族)が減税されます
内訳は2024（令和６）年度市・道民税１万円、令和６年分所得税３万円です

　2024（令和６）年10月分の市・道民税額から控除し、控除しきれない場
合は、2024（令和６）年12月分以降の市・道民税額から順次控除します。

　所得税（国税）の定額減税の詳細は、国税庁ホームペー
ジの定額減税特設サイトをご覧ください。

　対象者は2024（令和６）年度の市・道民税の合計所得金額が、1,805万
円以下の方です（給与収入のみの場合では、給与収入2,000万円を超える
場合は対象外となります）。
※市道民税の均等割および森林環境税のみ課税の方は対象となりません。
※定額減税は市・道民税から寄付金控除（ふるさと納税等）や住宅ローン控除
　等の他の税額控除の額を控除した後の所得割額を上限として減税されます。

※給与に係る特別徴収の税額については５月に決定します。

　６月に決定される、市・道民税の定額減税は納付していただく方法に
よって、実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。

　2024（令和６）年６月分は徴収せず、定額減税後の税額を2024（令和
６）年７月分から2025（令和７）年５月分までの11カ月で徴収します。

　定額減税しきれない場合は、別途給付金（調整給付金）が
支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新た
な経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
　対象者への通知は、決定次第お知らせします。

税
負
担

税
負
担

6月分は徴収しない
R６.６　７　　８　　９　　10　　11　　12　R７.１　２　　３　　４　　５　　　

R６.６　７　　８　　９　　10　　11　　12　R７.１　２　　３　　４　　５　　　

　第１期分［2024（令和６）年６月分］の市・道民税額から控除し、第
１期分から控除しきれない場合は、第２期分［2024（令和６）年８月分］
以降の市・道民税額から、順次控除します。
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6月分から控除
（控除しきれない場合は８月分から順次控除）

R６.６　　　　　　 　８　　　　　　　　10　　　　　　　 R7.1

　

R６.６　　　　　　 　８　　　　　　　　10　　　　　　　 R7.1

　
●公的年金の所得に係る特別徴収（年金天引き）の場合
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特別徴収税額
（当年度分の税額から仮特別徴収税額を除いた税額を３期分徴収）

10月分から控除
（控除しきれない場合は12月分から順次控除）

R６.4　　　　 ６　　　　　８　　　　　10　　　　 12　　　　 R7.2　

R６.4　　　　 ６　　　　　８　　　　　10　　　　 12　　　　 R7.2　

仮特別徴収税額
（前年度分の税額の1/2を３期分徴収）

定額減税の経緯

問合先　北海道後期高齢者医療広域連合（M011-290-5601）、市役所医療年金課医療給付係（M31-4526）

●「2024(令和６)年３月末日までに75
　歳に到達して資格取得した方」および
　「障害認定で資格取得した方」につい
　て2024（令和６）年度の賦課限度額
　は73万円となります。

●2024（令和６）年度の賦課のもとと
　なる所得金額が58万円を超えない方
　については、所得割率を10.92％とし
　て算定します。

2024（令和６）年度には限度額と所得割
額について【激変緩和措置】があります

対象者の所得要件（世帯主および世帯被保険者全員の軽減判定の所得額） 軽減割合
５割軽減
２割軽減

■均等割５割・２割軽減の範囲が見直されました

43万円+（29万円×世帯の被保険者数）+10万円×（給与所得者等の数－１）
43万円+（53万5,000円×世帯の被保険者数）+10万円×（給与所得者等の数－１）

【2024（令和６）年度】

対象者の所得要件（世帯主および世帯被保険者全員の軽減判定の所得額） 軽減割合
５割軽減
２割軽減

43万円+（29万5,000円×世帯の被保険者数）+10万円×（給与所得者等の数－１）
43万円+（54万5,000円×世帯の被保険者数）+10万円×（給与所得者等の数－１）

2024（令和６）年度の保険料額は、６月中旬に個別にお知らせします

112024（令和６）年６月号


